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環境創造局説明資料  

緑化地域制度について  
～かけがえのない環境を未来へ～  

l  

平成19年7月  

』；環境創造局  

司蹄摘噂能   

掟は、私たちに安らぎと潤いや、美しい景観を提供してくれるほか、生弓削こ生息の  
韻を提供し、ヒートアイランド現象由緩和、火戯時の延焼防止など、私たちの暮らし  
に恩恵を与えてくれる、さまぎまな機能を持っています。  

暮鶴形成・レクリ工一ション機能  
・美しい景観の形成  
t自然とのふれあいの場  

・安らぎの提供  

環境保塵機能  
・生物生息環境の提供  
・ヒーげイラントー現生の捷軸  
・二度酎ヒ炭素の吸l虹．世兼の供給  

防災機能  
・火災の蛙姓防止  
・雨水の保水   
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2．横浜市の撮の現世  
【横浜〒  ■緑被率】   

横浜市の執虹都市化が進む一  

方で中尉減少しており、昭和甜年  
に岨4％あ苺た緑被率斌は、平成1昏  
年時点で乱．0％となってお軋鍋  
30年間で14．晒摘沙していますi   

これは、酉・中・甫・帝甫区を  
合わせた面積闇輪湖勒苗陸相  
当す叡騒が滅毎た事にな牒ます」  

耳与丁   寧百三   H■  H甘   Hlユ   H川  
t】嘲 封雑事  亡叩嘲 【T印鞄  t印u 佗叫現  

井崩鞄：軽哺王女示す滞酢、  上空から見たと卓の隷甜林鞄1農地・草地さにおお掛れてい埴土地辟割合  

域の掟社中を平成地中鹿時点で割膿以上に捧持・向上することを目標とする、髄みど  
りア少プ計画を打ち出しました。   

この計画‡も「樹林地を守苺・農地密牢番・韓費ゃく番1の阜ウ申分野中館野こよ■  
り、線抑減少慣向に歯止めをかけようとす愚もの電、この中で、蘇をつくる新たな施  
策の一つとして，韓借地域制度の括用が倍賛づけら池ていますム  

言  績被率・一重1呼lユ辟鐘楕・拘止   

常♯浜みどりアップ計画の押掛こ刊1て蛙横浜市棚韓御中ホームページで鞄軽重れて騒唖丸  

bt岬／／血．咄山繭軸血通／m班叩輌り佃亡／加噌佃軸咄軸軸画趣紬血抽叫闇と録の基本割屈標路章．3′搾  

習H削ヒ地域制鹿の概要 
■■   ■  

緑化地域臥良好な都市衆境の瀬墳のために、蘇化を推進する必要がある区域で、  
都市計画で括走区嘘と緑化率の最低限庶を定ぬ古  

中墳  

地区中一つです。  
密行う場合に、虫地面積の一定   この区域で軋一定規模掛上の軸の新築  

割呑以上お痕由王必衰をな由ます。重た、嘩地味韓蕪行為義行雪廟由車重東面におんi  

て辞査される建築基準組陪規定とな凋ます。   
なお、緑化野義務づけの封卓とな患叫ま、敷地面積朝原則1．耶伽慮以上痢建築物です  

軌市仰の条例で抽¢慮まで引垂下げ堰ことがで蕃ます掛  
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亡11指定区域  
急速に緑が減少しており、良好   

形成問ため虹隷の創出を国毎こ  
密使環境申  

とが盛宴な  

商♯系地域．  

輔・  

区域として、住居系地域散会囁を帯化地域と  

して指定し生す。  

嵩宗主葺器芸謡葺若鮎学芸苦節慧蕃詰寄誌   
勢l橿住居地囁・粛2穫住居地堵・準鈷唐地域  

【横浜市の用途地域碑成比】  

（2）良化串町最低限産  
経化牢の最低限度を、敷地面積の10％と定   

めます。  
これにより、建築物の新築や増築を行う場   

合、敷地面積の10％の緑化が必要となります。   

H‖対象となる敷地面積釘規模＿   
韓化地域の対義と密計醍築物昭楷地面績を   

釦伽臆以上とLます。  
これは現在、横浜市の条例那抱軸増す   

壱嘩蔑の野泉としてい尋敷地面積と一同親掛こ   

設定するも瓜です。   

＿鄭重鹿誠臆生動軋…＿－小＿＿…サー＿＿＿仙十山＿＿＿＿＿－＿－－＿叫叫…山＿＿＿＿血＿＿…   

横浜市では尭在、市独自の制度宜しモー緑伯東境智つくり育てる尭軌等により、・建築  
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物の緑化協詰智行りてい潰す．  
から・碓舶建軸碩偵帯  

を   

≡ な軌今回轄寛恕行李住居系嘩境以外由商業系■工業系地域及び市街化調整区域につい  

壬て晩年雀もー線の韓境蟄つくり菅で岳集軌等暗もとづき協患密行ウてまいります。  
■－－－－－－．・■・・■・■・■■・■■・■「＝■■1■・・・t■■・■・・■－・・■■■J■－－－－－－く－一－・・・■■・l■－・－・・■・－■F－－■・■・－一■・■・・－－－－－－－－－－－・－■一■■■・■■・■・■■■■■－・■・・■■・■■■■■■．．■－．■一・■■●▲…．■   

今後脚属ケジュール   

今後、バブリッタコメントを行  
い、これを辟まえて、指定医域・緑  
化率の最低限庶・対象となる敷地両  

群の規模などの検討を重ねr脊椎地  
域の指定亡素案卜Jを確定します。   

そ踏抜∴兢駒生や公聴会、都市計  
画♯議会など鞄都市計画決定や、典  
例制定拍手紋章を適格てまいりま  

す。   



見入な7年iリ1姐モー  

‘盲0方正幡宙行動  
握好配萄馳削計  

面亡ityo†Ⅶkohama  

ユ廿8タ  
‥ 

「墳蹟開港甲周年 J■r一・  

！迅l詣蒜説   



参考資料  
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1．撮の環境をつくり育てる条例   
本市では、独自の制度として昭和4日年に「緑の県境をつくり育てる条例」を制定Lた接、平成16年3   

月に条例の改正により建築物の緑化協議を定め、全市域において、敷地面積500汀f以上の建築物を建築  
する際に、建築物の敷地面積の規模や用途（工場等Iに応じた緑化率により協詰を行っています。   

2．緑化地域制虔   
緑化地域制鹿は、平成柑年6月に都市緑地法の改正により創設された制度で、この他墟に指定される   

と、－→定規模以上町建築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積の→定割合以上の緑化が義務づけらま   
す。また、二の緑化は建築行為を行う際の建築確認において審査される趣築基準関係規定となります。  

3．操他地域指定と操の環境をつくり育てる条例との関係   
今回、緑化地域の導入を住居系地域全域に指定し、緑化率をこれまで条例により行ってきた1．000r正   

以上の建築物〔工場等を除く）を建築する場合の緑化基董捌こ準じて、10％に設定します。   
また、この地域における「緑の環境をつくり育てる条例」による協議についても、緑地の配匿などの   

質的な要素がありますので、引き続き行ってまいります。   
なお、商業系・工業系地域及び市街化調蛭区域lも引き続き r緑の環境をつくり育てる条例Jによる   

腸詰を行ってまいります。  

L   ＋」   
500rボ以上  

1，000山東満   
5％  

・キ．■－■－         1．000n†以上   
地域  

5％  

l．∝仙ボ以上  

のエ場   
10％   

500ボ以上  

1．08Dn†未満   
5％  

エ葉菜         1，Mボ以上   
地域  

10％  

1．帥On†以上  

のエ堵   
15％   

別仙ポ以上  

1．00加持爛   
5％  

市街化         1．珊On†以上   
調整区域  

10％  

l．000ボ以上  

のエ囁   
15％  

建ぺい率80％の防火地域の耐火建儀働で  
は、緑化地域制度の緑化率の適用除外となり、  
市内商業系用途地域の殆どの建築物が醸当する  
ことから、引き続き操の療境をつくり育てる条  
例にもとづく建築物緑化協議で緑化の推進を回  
ります。（拉改正の動向により制度が改正され  
た場合は、活用を検討します。）   

これまで、金沢埋立地や末広地区など地域で  
は、基準以上の練イヒのルールを自主的に定め  
て、緑化を推進してきており、工場立地法や緑  
の頻境をつ〈り育てる条例を基本としながら、  
地域で取り組む緑lヒの推進を図ってまいりま  

す。   

用途地域が指定されていない市街化詞盤区域  
は、緑化地域の指定は制度上できないため、引  
き続き緑の環境をつくり育てる条例にもとづく  
趣築物緑化協議で線化の推進を国ります。   
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